
１.発注機関 名古屋支社 保全・サービスセンター

2.受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱

3.発生場所 東名㊦豊田JCT～豊田IC間（東名高速道路 311.1KP付近と推測される）

4.発生日時 令和3年8月2日 8時50分頃

5.内 容 路面清掃Aの路肩清掃を終了して、路肩から走行車線に車線変更する際に、スウィーパー付近からの

飛石と思われるものによって、通行車のフロント部分を損傷させたもの。

【お客さま車両】

【損傷状況】 車両のフロント部分に微細な傷が数か所有り

【時系列】 8：30 豊田東ICから東名高速道路 下り線 豊田ICに向け作業開始

8：50 飛石事象が発生 下り線 豊田JCT～豊田IC間（清掃作業中）

10：30 HSC担当課長より、メンテ 事業所へ事故発生の連絡 （事実確認）

10：45 メンテ担当課長よりメンテ本社に連絡

10：55 メンテ担当者より相手方へ連絡

事故による被害届は、 分駐に提出予定

14：00 ㊤上郷SAにてお客さま立会のもと車両確認

14：20 立会終了（お客さまのドライブレコーダーを双方で確認するも確認できず）

⇒補償の有無については、後日当方から連絡する旨を伝える

8月3日 11:30       お客さまよりTELがあり、メンテ担当課長が対応、スウィーパーのドライブレコーダーを確認し回送中で

飛石のような状態は確認できなかったことを伝え、修理費の負担は難しいと話したところ、お客さまが

激昂され、それはありえない、たしかに飛石があったから修理するのが当たりまえだろ！

確証はないため、一度、相談するこで了承いただき切電

11:40      担当課長より現場代理人にTELで相談あり

11:45 現場代理人より本社、事業部長へ、回答内容の正当性、対応方法を相談

事業部長）当事者どうしで話を進めるより第三者（NEXCO)に話をしていただくよう指導

11:50      メンテ担当課長からNEXCO担当課長へ、お客さまへ直接TELを入れていただくよう依頼をする

13:30      お客さまより事務所にTELあり。メンテ担当課長より修理費は負担できないと言われた事に激昂。

お客さまはドライブレコーダーは映っていないが、清掃車両からの飛石は明らかであるとの事を連呼。

10分程お互いの意見を述べ・・・嘘は言っていないので少しでも修理代を出して欲しいと要望される。

再度、上長と相談し夕方までに回答するとの事で電話を一旦切る

13:50      HSC担当課長へ上記内容の連絡があった事を報告。お客さまへの連絡は必要なくなった事を報告

14:00     【所内打合】ドライブレコーダーには明確な画像は無いものの、発生時間・場所は明確である為、

100％飛石が無いとは言い切れないところもあり、事業所の結論。補修費も5万円程度で小額な為、

今回は歩み寄る方向で解決を図るとの結論

15:00 現場代理人より本社担当部長に上記方向性での進め方についてのお伺い → 支払い方法等を

しっかり確認し処理する事。事業所方針にて内諾

16:00     現場代理人よりお客さまに再度方針を連絡。

お客さまより今回は激昂し、厳しい言葉遣いを当社にしてしまった事を陳謝・・・冷静な会話であった

お客さまと当社と歩み寄り、最低限の修理費用で納得。来週中に見積を当社宛に送って頂くように

お願いした

※見積価格を確認後の修理でお願いしたいとの事を伝えた→ お客さま 了承

見積が届き次第内容を精査させて頂き、再度御連絡をする約束をし、本日のやりとりは終了

16:30 本社事業部課長へ上記内容を報告→顧問弁護士による解決は取りやめるとの連絡。→了解

16:40 HSC担当課長へ本日のお客さまとのやり取り及びメンテの今後の方向性を説明→了解

8月6日 トヨタカローラ 店よりお客さまの車両修理の見積書が届き、金額を確認（ 円（税込））

修理費の支出について保険対応、現金支払いのどちらにするかを、本社総務部に問い合わせした

ところ免責額を下回るので、現金対応とした。

8月10日 お客さまと示談書の取り交わし

保全SC管内 スウィーパーによる飛石と思われる発生事象について
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